
西ノ島町コミュニティ・アイランド施設指定管理者仕様書 

西 ノ 島 町 宿 泊 施 設 指 定 管 理 者 仕 様 書 

 

 

 西ノ島町コミュニティ・アイランド施設（以下「マリンパーク弁天」という。）及び西ノ島町

宿泊施設（以下「リゾ隠岐ロザージュ」という。））の指定管理者が行う業務の内容及びその範

囲等は、この仕様書による。  

 

 

１．趣旨  

本仕様書は、マリンパーク弁天及びリゾ隠岐ロザージュの指定管理者が行う業務の内容及

び履行方法について定めることを目的とする。  

 

２．施設の管理代行に関する基本的な考え方  

施設の管理・運営をするにあたり、次に掲げる項目に沿って行うこと。  

（１）町の産業及び社会教育の振興、離島文化の向上等を図るという設置目的に基づき、

管理運営を行うこと。  

（２）施設の衛生面には十分留意し清掃を徹底すること。  

（３）効率的な運営を行うこと。  

（４）地域住民の雇用に努めること。  

 

３．施設の内容  

 （１）施設規模 

   ア マリンパーク弁天  

施設名 規模等 

ログハウス 木造丸太組造 １０棟 

 ａ（ぶ  り）：６２㎡ 平屋  ４人用 

 ｂ（あ わ び）：６２㎡ 平屋  ４人用 

 ｃ（き  す）：７０㎡ ２階建 ８人用 

 ｄ（い  か）：７２㎡ ２階建 ８人用 

 ｅ（とびうお）：６５㎡ 平屋  ４人用 

 ｆ（さ ざ え）：６５㎡ 平屋  ４人用 

 ｇ（た  い）：６８㎡ 平屋  ４人用 

 ｈ（管 理 棟）：７４㎡ 平屋  ４人用 

 

 

 

 

 

 

 

 



イ リゾ隠岐ロザージュ  

 （２）施設の利用状況  

施設利用者数  ４，１６６名 平成 28 年度両施設の合計  

職 員 数  臨時・パート人員    １０人  

 

 （３）平成２８年度収支決算状況  

項   目 決算額（千円）  備   考 

収

入  
収入合計  ４０，３３７   

支  

 

出  

人件費 １５，００１   

一般管理費 

仕入費 
１７，４９３   

支出合計  ３２，４９４   

 

４．法令等の遵守  

  マリンパーク弁天及びリゾ隠岐ロザージュの運営にあたっては、本仕様書のほか、次に掲

げる法令に基づいて行わなければならない。  

 （１）地方自治法（昭和２２年法律第６７号）  

 （２）西ノ島町コミュニティ・アイランド施設設置及び管理に関する条例（平成５年条例第

１０号） 

 （３）西ノ島町宿泊施設の設置及び管理に関する条例（平成１１年条例第１号）  

 （４）西ノ島町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成 17 年条例第 30 

号）及び同条例施行規則（平成 17 年規則第 9 号） 

 

５．特記事項  

 （１）職員の配置に関すること  

   ア マリンパーク弁天及びリゾ隠岐ロザージュの総括責任者を１名以上配置すること。  

   イ 職員の雇用形態、人数及び勤務形態は施設の運営に支障がないよう定めること。  

   ウ 職員に対して、施設の運営管理に必要な研修を実施すること。  

 （２）指定管理者は、管理に係る業務を一括してさらに第３者に委託することはできないが

清掃、警備といった個別の具体的業務を第３者に委託することは可能である。  

 （３）施設利用の件数、利用者数及び利用料金等について、定期的に報告すること。  

 

６．施設及び設備の維持管理に関すること  

 （１）施設内設備の保守点検業務  

   以下に記載する設備の保守点検、故障時の緊急保守点検  

   ◇消防用設備 

   ◇空調設備 

   ◇昇降機 

   ◇電話設備 

   ◇浄化槽設備 

   ◇浴場設備 

   ◇自動ドア設備  



   ◇客室設備 

 （２）清掃業務  

   利用者に支障が生じないよう業務を行い、常に快適な環境を利用者に提供すること。  

   ◇施設内の清掃 

   ◇駐車場及び施設周辺の清掃、草刈り 

   ◇ごみの収集、分別、運搬及び搬出処理  

 （３）警備業務  

   施設等について火災・盗難の予防及び不法侵入などの不法行為を防止し、施設等の安全

確保をはかること。  

   ◇警備の方法は宿直者及び機械による警備とする。  

   ◇警備業務の概要は施設の巡視及び警戒、出入り口の開閉・施錠・点灯・消灯、自動車

の管理及び駐車の整理、火気の取り締まり、緊急を要する事態の連絡等とする。  

 

７．管理経費等について  

 （１）指定管理者が費用を負担する範囲  

   責任分担の基本的な考え方は、次のとおりとする。なお、詳細は協定の締結を行う際に

定めることとする。  

項目 指定管理者 西ノ島町 

施設、設備、備品等の維持管理  ○   

施設等の利用の許可等  ○   

利用料金の徴収  ○   

事故・火災等による施設の損傷及

び被災者に対する責任  

○  

（責めに帰する場合） 
○  

施設の修繕 ○  ◎  

施設に対する各種保険の加入   ○  

包括的管理責任   ○  

 注）修繕費については、利用者の安全に関わる施設の修繕・改修及び効果が長年にわたって

生じる投資的なものは町の負担とし、少額なコスト的な修繕（１件当たり概ね３０万円以

下）は指定管理者の負担とします。  

 

（２）精算及び事業報告  

   会計年度（４月～３月）終了後、６０日以内に精算及び事業報告を行うこと。  

（３）立ち入り検査について  

   町は必要に応じて、施設、備品、各種帳簿等の立ち入り検査を行うこととする。  

 

８．その他  

  業務を実施するにあたっては次の各項目に留意して業務を円滑に実施すること。  



 （１）公の施設であることを常に念頭に置いて、公平な運営を行うこととし、特定の個人、

団体等に有利あるいは不利になる運営を行わないこと。  

 （２）指定管理者が施設の管理運営に係る各種の規定、要項等を作成する場合は町と協議す

ること。 

 （３）指定管理者はこの仕様書に規定するもののほか、指定管理の業務の内容及び処理につ

いて疑義が生じた場合は町と協議し決定すること。  


